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は
じ
め
に

　

考
古
学
と
は
、
大
昔
の
こ
と
を
研
究
す
る
学
問
だ
と
思
っ
て
い

る
人
が
多
い
。
し
か
し
、
発
掘
調
査
で
出
土
す
る
モ
ノ
す
べ
て
を

資
料
と
す
る
の
が
考
古
学
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
研
究
対
象

は
、
時
代
を
問
わ
ず
非
常
に
幅
が
広
い
。
近
年
で
は
中
近
世
史
の

考
古
学
も
め
ざ
ま
し
い
進
展
が
み
ら
れ
、
必
然
的
に
、
時
に
目
だ

っ
て
出
土
す
る
牛
馬
の
骨
に
関
心
が
寄
せ
ら
れ
つ
つ
あ
る
。

　

周
知
の
と
お
り
日
本
の
牛
馬
解
体
集
団
は
、
中
世
以
後
の
各
地

に
い
た
様
々
な
被
差
別
集
団
の
中
核
的
存
在
で
あ
っ
た
。
な
か
で

も
、
現
在
の
大
阪
府
域
を
は
じ
め
畿
内
で
は
牛
馬
解
体
集
団
へ
の

差
別
が
厳
し
か
っ
た
の
で
、
こ
の
地
域
の
発
掘
調
査
で
出
土
す
る

牛
馬
骨
の
資
料
は
、
被
差
別
民
研
究
に
お
い
て
重
要
な
資
料
と
な

り
う
る
。
具
体
的
に
は
、
牛
馬
の
骨
が
多
く
出
土
し
た
り
、
そ
の

骨
に
刃
物
傷
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
解
体
処
理
が
行
わ
れ
た
痕
跡
で

あ
り
、
骨
の
出
土
が
大
規
模
で
あ
れ
ば
牛
馬
の
解
体
処
理
集
団
が

い
た
こ
と
、
あ
る
い
は
骨
製
品
の
加
工
・
生
産
（
骨
細
工
）
が
行

特
集

考
古
学
に
よ
る
部
落
史
の
試
み

積
山 

洋
／
別
所
秀
高

　

本
稿
は
遺
跡
出
土
の
牛
馬
骨
を
中
心
に
、
各
種
の
歴
史
資
料
も
用
い
つ
つ
、
牛
馬
に
関
わ
っ
た
人
間
の
姿
を
古
代
か
ら
近
世
ま
で
探
っ
た
も
の
で
あ
る
。
牛

馬
は
古
墳
時
代
に
日
本
列
島
に
渡
来
し
て
以
来
、
な
く
て
は
な
ら
な
い
大
型
家
畜
で
あ
っ
た
。
そ
の
解
体
処
理
集
団
を
意
識
し
た
考
古
学
研
究
は
す
で
に
二
〇

年
の
研
究
史
が
あ
る
も
の
の
、
必
ず
し
も
こ
う
し
た
テ
ー
マ
が
定
着
し
た
と
は
言
い
難
い
。
ま
た
『
大
阪
の
部
落
史
』
以
後
の
新
資
料
は
乏
し
い
。
本
稿
は
、

第
一
〇
巻
所
収
の
旧
稿
等
の
エ
ッ
セ
ン
ス
で
あ
る
。

要　
　

約
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わ
れ
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
観
点
か
ら
歴
史
を
解
明
す
る
研
究
は
、
一
九
八
〇
年

代
の
松
井
章
氏
の
研
究
（
松
井
一
九
八
七
）
を
嚆
矢
と
す
る
も
の

の
、
ま
だ
ま
だ
極
め
て
細
い
糸
で
し
か
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

そ
の
理
由
は
単
純
で
、「
避
け
て
通
り
た
い
」
と
い
う
研
究
者
が

圧
倒
的
に
多
い
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
な
か
で
、
一
四
年
の
歳
月
を

か
け
た
『
大
阪
の
部
落
史
』
全
一
〇
巻
に
考
古
学
の
成
果
が
組
み

込
ま
れ
、
大
阪
府
内
の
自
治
体
に
属
す
る
研
究
者
一
二
名
と
大
学

の
動
物
専
門
家
が
第
一
巻
史
料
編
の
執
筆
に
参
加
し
た
こ
と
は
、

た
い
へ
ん
意
義
深
い
こ
と
で
あ
っ
た
。そ
の
結
果
、一
二
〇
遺
跡
・

三
四
〇
例
の
牛
馬
骨
出
土
例
を
集
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
考
古
学
的
な
資
料
の
扱
い
に
は
、
い
く
つ
か
の
問

題
点
が
指
摘
で
き
る
。
被
差
別
部
落
の
調
査
例
が
少
な
い
こ
と
、

た
と
え
牛
馬
骨
が
多
数
出
土
し
て
も
、
被
差
別
民
の
存
在
を
示
す

と
判
断
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
牛
馬
骨
は
埋
没
後
、

土
中
で
消
滅
し
て
し
ま
う
こ
と
も
多
い
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
さ
ら

に
決
定
的
に
は
、
牛
馬
骨
を
含
め
た
考
古
学
的
な
資
料
か
ら
「
賤

視
す
る
」
と
い
う
過
去
の
人
間
の
心
情
を
読
み
取
る
こ
と
は
き
わ

め
て
困
難
で
あ
り
、
民
俗
学
や
歴
史
学
、
さ
ら
に
は
現
代
社
会
で

の
経
験
則
と
の
類
比
・
援
用
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
ま
た
中
世
の
場

合
、
牛
馬
骨
と
と
も
に
出
土
す
る
他
の
職
能
に
か
か
わ
る
遺
物
の

検
討
も
不
可
欠
で
あ
る
。
以
上
が
本
稿
の
前
提
で
あ
る
。

　

な
お
、
執
筆
は
第
一
〇
巻
の
担
当
を
踏
襲
し
、
古
代
と
近
世
を

積
山
が
、
中
世
を
別
所
が
執
筆
し
た
。

一　

古
代
に
お
け
る
牛
馬
の
変
遷

１　

古
墳
時
代
の
牛
馬

　

中
国
史
書
『
三
国
志
』
の
い
わ
ゆ
る
「
魏
志
倭
人
伝
」
に
は
、

三
世
紀
の
倭
国
を
、「
そ
の
地
、馬
虎
豹
羊
鵲
無
し
。」と
あ
る
。『
大

阪
の
部
落
史
』
第
一
巻
の
集
成
（
積
山
・
宮
崎
・
別
所
編
二
〇
〇
五
）

に
よ
れ
ば
、
ウ
マ
の
骨
が
ま
と
ま
っ
て
出
土
す
る
の
は
古
墳
時
代

中
期
の
五
世
紀
か
ら
で
あ
る
。な
か
で
も
古
い
牛
馬
骨
の
出
土
は
、

北
河
内
の
寝
屋
川
市
楠
木
遺
跡
、
四
條
畷
市
中
野
遺
跡
、
南
野
米

崎
遺
跡
、
奈
良
井
遺
跡
や
、
中
河
内
の
大
阪
市
長
原
遺
跡
の
一
帯

に
集
中
し
て
お
り
、
日
本
列
島
に
大
量
に
渡
来
し
た
馬
は
、
最
初

に
北
河
内
と
中
河
内
の
一
角
に
定
着
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
倭
王

権
の
「
牧
」
が
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
の
ウ
マ
の
骨
は
、
初
期
の
須
恵
器
（
朝
鮮
半
島
に
起
源

が
あ
る
陶
器
）
や
、
彼
の
地
の
様
式
を
留
め
た
韓
式
系
土
器
に
伴

う
こ
と
が
多
く
、
馬
が
朝
鮮
半
島
か
ら
の
渡
来
人
と
と
も
に
や
っ

て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。ま
た
四
條
畷
市
蔀
屋
北
遺
跡
の
よ
う
に
、

馬
を
丁
寧
に
葬
っ
た
墓
や
、
東
大
阪
市
段
上
一
号
墳
、
大
阪
市
長
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原
南
口
古
墳
の
よ
う
に
、
古
墳
葬
送
儀
礼
で
殉
殺
さ
れ
た
も
の
も

あ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
古
墳
時
代
中
・
後
期
の
古
墳
で
は
乗
馬

用
の
馬
具
が
広
く
出
土
し
、
騎
馬
戦
に
相
応
し
い
甲
冑
や
、
正
装

し
て
威
儀
を
正
し
た
馬
形
埴
輪
も
多
数
出
土
す
る
。
こ
こ
か
ら
、

馬
の
軍
事
的
、
権
威
象
徴
的
な
性
格
が
明
瞭
に
窺
わ
れ
る
。

　

中
国
吉
林
省
の
「
広
開
土
王
碑
」
に
よ
る
と
、
三
九
一
年
か
ら

四
〇
四
年
ま
で
、
倭
王
は
何
度
も
朝
鮮
半
島
に
出
兵
し
、
騎
馬
兵

を
含
む
高
句
麗
軍
に
惨
敗
し
て
い
る
。『
日
本
書
紀
』
応
神
一
五

年
（
五
世
紀
初
頭
ご
ろ
）
八
月
条
に
は
「
百
済
王
、
阿
直
岐
を
遣

し
て
、
良
馬
二
匹
を
貢
る
」
と
あ
り
、
倭
王
権
は
、
騎
馬
兵
を
含

む
高
句
麗
へ
の
対
抗
上
、百
済
か
ら
馬
を
移
入
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

一
方
、
ウ
シ
の
骨
は
、
多
く
は
古
墳
時
代
後
期
に
降
り
、
六
世

紀
前
半
ご
ろ
か
ら
出
土
例
が
み
ら
れ
る
。
継
体
天
皇
の
墓
と
さ
れ

る
高
槻
市
今
城
塚
古
墳
を
は
じ
め
、
牛
形
埴
輪
も
そ
の
こ
ろ
の
古

墳
、
し
か
も
多
く
は
前
方
後
円
墳
か
ら
出
土
し
て
い
る
。

　
『
日
本
書
紀
』
に
は
安
閑
天
皇
二
（
五
三
五
）
年
九
月
、「
牛
を

難
波
の
大
隅
嶋
と
媛
嶋
松
原
に
放
て
。
ね
が
わ
く
は
名
を
後
に
垂

れ
む
」
と
あ
る
。
難
波
に
牛
牧
を
置
く
こ
と
が
後
世
に
名
を
残
す

ほ
ど
の
大
事
業
と
考
え
ら
れ
た
の
は
、
王
権
自
身
の
手
に
よ
り
、

収
容
地
が
大
隅
島
と
媛
島
の
二
箇
所
に
お
よ
ぶ
ほ
ど
大
量
の
牛
を

導
入
し
た
か
ら
で
あ
る
。
牛
に
は
馬
ほ
ど
の
軍
事
的
性
格
は
な
い

が
、
そ
の
巨
体
に
よ
る
労
働
力
、
皮
や
肉
な
ど
は
王
権
に
と
っ
て

重
要
な
資
産
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

古
墳
時
代
の
牛
馬
は
そ
れ
ぞ
れ
性
格
が
異
な
る
も
の
の
、
王
権

に
と
っ
て
は
重
要
な
威
信
財
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

な
お
、『
日
本
書
紀
』
仁
賢
六
年
（
五
世
紀
末
ご
ろ
）
条
に
は
、

須す

流る

枳き

、
奴ぬ

流る

枳き

と
い
う
牛
馬
の
皮
革
資
源
を
扱
う
職
人
が
高
句

麗
か
ら
渡
来
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

２　

飛
鳥
・
奈
良
時
代
の
牛
馬

　

飛
鳥
時
代　

飛
鳥
時
代
に
は
牛
馬
の
性
格
に
最
初
の
変
化
が
生

じ
る
（
積
山
二
〇
〇
七
）。
そ
れ
は
以
下
の
二
点
で
認
め
ら
れ
る
。

　

第
一
に
、
牛
馬
に
役
牛
・
役
馬
の
性
格
が
強
ま
っ
た
こ
と
で
あ

る
。
大
阪
市
長
原
遺
跡
で
は
七
世
紀
前
半
〜
中
ご
ろ
の
く
ぼ
地
か

ら
二
二
九
点
と
い
う
多
量
の
牛
馬
骨
が
出
土
し
、
刃
物
傷
も
み
ら

れ
た
。
古
墳
時
代
に
は
な
か
っ
た
大
規
模
な
解
体
処
理
の
例
で
あ

る
。「
大
化
改
新
」
に
よ
り
七
世
紀
中
ご
ろ
の
孝
徳
朝
の
首
都
と

な
っ
た
大
阪
市
難
波
宮
跡
の
南
西
部
で
も
大
規
模
な
牛
馬
解
体
の

跡
が
発
見
さ
れ
た
。
普
通
の
出
土
例
で
は
ウ
マ
が
圧
倒
的
に
多
い

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
で
は
逆
で
、
ウ
シ
が
七
割
以
上
を
占
め

て
い
た
。
牛
馬
が
宮
室
の
造
営
に
大
量
に
使
役
さ
れ
た
こ
と
、
宮

の
南
西
部
は
最
古
の
官
営
動
物
解
体
場
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

　

七
世
紀
後
半
の
天
武
朝
に
副
都
と
な
っ
た
難
波
で
は
、
大
阪
市

森
の
宮
遺
跡
で
み
つ
か
っ
た
ウ
マ
頭
蓋
骨
の
後
頭
部
に
穴
が
開
け



5　考古学による部落史の試み

部落解放研究 №187 2009.10

ら
れ
た
例
が
あ
り
、
脳
髄
摘
出
の
痕
跡
と
み
ら
れ
た
（
図
１
）。

八
世
紀
以
後
の
律
令
に
は「
官
の
馬
牛
死
な
ば
、
各
皮
、
脳
、
角
、

胆
を
収
れ
。」（
養
老
厩
牧
令
官
馬
牛
条
）
と
、
死
体
を
資
源
と
し

て
活
用
す
る
規
定
が
あ
る
が
、
そ
の
実
態
は
七
世
紀
に
は
認
め
ら

れ
る
の
で
あ
る
（
久
保
一
九
九
九
ａ
）。
こ
こ
で
も
ウ
シ
・
ウ
マ
な

ど
多
量
の
骨
が
出
土
し
た
が
、
イ
ノ
シ
シ
・
イ
ヌ
・
シ
カ
な
ど
も

含
む
。
難
波
宮
の
東
隣
に
位
置
し
て
お
り
、
宮
造
営
時
に
は
南
西

部
に
あ
っ
た
動
物
解
体
工
房
が
こ
ち
ら
に
移
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

第
二
に
、
牛
馬
は
雨
乞
い
な
ど
の
農
耕
祭
祀
や
、
大お
お

解は
ら

除え

な
ど

の
律
令
祭
祀
に
不
可
欠
の
「
犠
牲
」
と
い
う
性
格
を
強
め
た
。
長

原
遺
跡
で
は
七
世
紀
前
半
以
前
の
柱
穴
で
、
柱
を
抜
い
た
後
に
、

肉
を
除
去
し
た
ウ
シ
一
頭
分
の
四
肢
骨
を
折
り
た
た
ん
で
埋
め
た

跡
が
み
つ
か
っ
た
。
後
述
す
る
『
日
本
霊
異
記
』
に
よ
る
と
、
牛

の
四
肢
骨
を
用
い
た
祭
祀
と
肉
食
が
、
大
陸
よ
り
渡
来
し
た
「
漢

神
祭
祀
」
と
し
て
奈
良
時
代
に
流
行
し
た
が
、
そ
れ
と
の
関
連
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
（
久
保
一
九
九
九
ｂ
）。
白
雉
三
（
六
五
二
）
年

完
成
の
前
期
難
波
宮
（
難
波
長
柄
豊
埼
宮
）
で
は
、
水
源
と
な
る

泉
の
湧
く
場
所
で
、
木
製
祭
祀
具
で
あ
る
最
古
の
人ひ
と

形が
た

、
斎ゆ

串ぐ
し

や

土
馬
な
ど
と
と
も
に
一
頭
分
の
ウ
マ
下
顎
骨
が
出
土
し
て
い
る
。

　
『
日
本
書
紀
』
に
よ
れ
ば
皇
極
元
（
六
四
二
）
年
七
月
、
牛
馬

を
殺
す
雨
乞
い
の
祭
祀
を
人
々
が
行
い
、
天
武
五
（
六
七
六
）
年

八
月
に
は
、
疫
病
や
災
害
の
危
機
、
穢
れ
な
ど
を
祓
う
大
解
除
に

馬
を
犠
牲
と
す
る
こ
と
も
始
ま
り
、
年
二
回
の
国
家
的
重
要
儀
式

と
な
っ
た
。『
続
日
本
紀
』で
は
文
武
二（
六
九
八
）年
四
月
以
後
、

雨
乞
い
で
馬
を
神
社
に
奉
納
す
る
よ
う
に
な
り
、
馬
は
牛
以
上
に

農
業
生
産
の
根
源
で
あ
る
天
候
に
強
く
働
き
か
け
る
、
聖
な
る
動

物
と
な
っ
て
い
く
。

図１　森の宮遺跡で発見されたウマ頭骸骨
出典：大阪市文化財協会 1996『森の宮遺跡』Ⅱ
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こ
の
よ
う
に
、
飛
鳥
時
代
に
は
古
墳
時
代
以
上
に
、
牛
馬
の
役

畜
化
と
犠
牲
化
が
進
行
し
た
。
孝
徳
朝
の
首
都
、
天
武
朝
の
副
都

で
あ
っ
た
難
波
で
そ
れ
が
明
瞭
に
窺
わ
れ
る
の
は
、
牛
馬
が
王
権

の
膝
下
で
国
家
的
管
理
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ

る
。

　

な
お
、
仏
教
の
殺
生
禁
断
思
想
に
伴
う
肉
食
禁
止
令
も
、
こ
の

時
代
に
始
ま
る
。『
日
本
書
紀
』天
武
四（
六
七
五
）年
四
月
の
詔
、

持
統
五
年
（
六
九
一
）
六
月
の
「
酒
宍
」
禁
断
令
な
ど
が
そ
れ
で

あ
る
。
し
か
し
、
太
古
よ
り
日
本
人
は
イ
ノ
シ
シ
・
シ
カ
を
常
食

し
て
き
た
こ
と
も
あ
り
、
殺
生
禁
断
は
ま
だ
浸
透
し
て
い
な
い
。

　

奈
良
時
代　

奈
良
時
代
に
は
、
飛
鳥
時
代
に
み
ら
れ
た
牛
馬
の

役
畜
化
と
犠
牲
化
が
よ
り
徹
底
し
て
進
行
し
た
。

　

都
で
あ
る
奈
良
市
平
城
京
で
は
「
西
市
」
に
近
い
右
京
八
条
一

坊
の
道
路
側
溝
か
ら
大
量
の
牛
馬
骨
が
出
土
し
、
官
営
の
牛
馬
解

体
・
皮
革
生
産
の
工
房
が
存
在
し
た
と
み
ら
れ
る
（
松
井
二
〇
〇

五
）。
中
央
政
府
の
皮
革
生
産
に
は
、
百
済
や
高
句
麗
か
ら
の
渡

来
系
の
工
人
が
従
事
し
て
い
た
（
養
老
職
員
令
内
蔵
寮
条
、
大
蔵
省

条
）。
大
阪
府
内
で
は
、
中
河
内
の
長
原
遺
跡
の
自
然
流
路
か
ら
、

ま
る
一
頭
分
の
ウ
シ
を
含
む
四
六
五
点
と
い
う
大
量
の
牛
馬
骨
が

出
土
し
た
。
ウ
シ
の
骨
に
は
過
酷
な
労
働
に
よ
る
関
節
面
の
変
形

が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
畿
内
で
は
律
令
政
府
直
営
の
官
田

で
牛
が
耕
作
に
使
役
さ
れ
た
（
養
老
田
令
置
官
田
条
）。
こ
の
よ
う

に
、
牛
馬
の
役
畜
化
は
さ
ら
に
徹
底
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

ま
た
、
長
原
遺
跡
や
八
尾
市
志
紀
遺
跡
で
は
水
田
を
区
画
す
る

畦
畔
や
溝
か
ら
牛
馬
の
頭
蓋
骨
・
下
顎
骨
な
ど
が
出
土
し
、
雨
乞

い
な
ど
の
農
耕
祭
祀
に
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
（『
古
語
拾

遺
』
御
歳
神
の
段
に
は
「
牛
宍
」
と
あ
り
、
骨
は
肉
つ
き
だ
っ
た
か
も

し
れ
な
い
）。
雨
乞
い
の
儀
礼
に
は
土
馬
や
、
板
に
馬
の
絵
を
描

い
た
絵
馬
も
普
及
し
、
難
波
京
や
平
城
京
、
地
方
官
衙
な
ど
で
よ

く
出
土
す
る
。
難
波
宮
で
は
三
三
点
と
も
っ
と
も
多
く
の
絵
馬
が

出
土
し
、
黒
馬
と
白
馬
が
描
き
分
け
ら
れ
て
い
た
（
江
浦
二
〇
〇

五
）。
ま
た
大
和
の
丹
生
川
上
社
が
雨
乞
い
の
聖
地
と
な
り
、『
続

日
本
紀
』
に
よ
る
と
天
平
宝
字
七
（
七
六
三
）
年
以
後
、
祈
雨
に

は
黒
毛
馬
が
、
止
雨
に
は
白
馬
が
奉
納
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

外
来
の
漢
神
祭
祀
も
か
な
り
広
が
っ
た
よ
う
で
、
平
安
初
期
の

『
日
本
霊
異
記
』
中
巻
第
五
話
に
よ
る
と
、
聖
武
朝
の
こ
ろ
、
難

波
の
富
裕
な
人
が
毎
年
、牛
を
殺
し
て
四
足
を
廟
に
祀
っ
た
の
ち
、

食
し
た
た
め
、
地
獄
に
落
ち
か
け
た
と
あ
る
。『
続
日
本
紀
』
な

ど
で
は
養
老
六
年
（
七
二
二
）
か
ら
天
平
勝
宝
四
年
（
七
五
二
）

ま
で
の
間
に
、
五
度
に
及
ん
で
牛
（
馬
）
な
ど
動
物
の
屠
殺
が
禁

じ
ら
れ
て
い
る
。
降
っ
て
延
暦
一
〇
（
七
九
一
）
年
九
月
一
六
日

条
に
は
、
諸
国
の
百
姓
が
「
牛
を
殺
し
用
い
て
漢
神
を
祭
る
こ
と

を
断
て
」
と
あ
り
、『
類
聚
国
史
』
も
延
暦
二
〇
（
八
〇
一
）
年

四
月
八
日
、「
…
牛
を
屠
り
神
を
祭
る
こ
と
を
禁
じ
行
う
」と
あ
る
。
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す
で
に
毎
月
六
日
間
の
殺
生
禁
断
も
規
定
さ
れ
て
い
た
（
養
老
雑

令
月
六
斎
条
）が
、
さ
ら
に
こ
う
し
た
禁
令
が
度
重
な
っ
た
の
は
、

仏
教
の
殺
生
禁
断
に
関
わ
ら
ず
、
ま
だ
広
く
肉
食
が
行
わ
れ
て
い

た
た
め
で
あ
ろ
う
（
原
田
信
男
二
〇
〇
五
）。

　

奈
良
時
代
の
牛
馬
は
、
飛
鳥
時
代
と
は
や
や
異
な
る
犠
牲
像
を

示
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
一
つ
は
雨
乞
い
に
み
る
馬
の
聖
性
化

で
あ
り
、
土
馬
や
絵
馬
な
ど
の
代
替
品
に
よ
っ
て
殺
馬
そ
の
も
の

は
減
っ
て
い
く
。
今
一
つ
は
役
畜
化
が
よ
り
徹
底
し
た
牛
へ
の
漢

神
信
仰
で
あ
り
、
こ
ち
ら
に
は
代
替
品
は
少
な
く
、
実
際
の
殺
牛

が
広
が
っ
て
い
く
。

３　

平
安
時
代
前
期
の
牛
馬

　

八
世
紀
末
、
都
は
長
岡
へ
遷
り
、
さ
ら
に
平
安
京
へ
と
遷
っ
た
。

そ
の
平
安
京
に
も
平
城
京
の
よ
う
な
官
営
の
牛
馬
の
解
体
・
皮
革

生
産
工
房
が
右
京
八
条
二
坊
に
置
か
れ
、
骨
が
大
量
に
出
土
し
て

い
る（
松
井
二
〇
〇
五
）。
土
馬
は
平
安
時
代
に
も
っ
と
も
盛
行
し
、

各
種
の
祭
祀
具
と
と
も
に
、
平
安
京
を
は
じ
め
全
国
的
に
広
く
出

土
す
る
よ
う
に
な
る
。
漢
神
祭
祀
も
、
延
暦
年
間
に
も
っ
と
も
流

行
し
た
よ
う
で
あ
る
（
先
述
）。
平
安
京
で
は
、
宮
外
官
衙
と
い

う
右
京
六
条
三
坊
で
、
九
世
紀
の
大
溝
か
ら
牛
馬
の
骨
と
と
も
に

多
量
の
土
馬
、
木
製
の
人
形
・
陽
物
・
斎
串
、
人
面
墨
画
土
器
、

ミ
ニ
チ
ュ
ア
か
ま
ど
、
モ
モ
種
な
ど
の
祭
祀
具
が
出
土
し
た
。『
古

語
拾
遺
』
御
歳
神
の
段
に
あ
る
農
耕
祭
祀
の
品
目
と
酷
似
す
る
。

都
で
あ
る
平
安
京
で
農
耕
祭
祀
が
行
わ
れ
た
の
は
、
都
市
の
消
費

生
活
が
地
方
の
農
業
・
水
産
業
に
極
度
に
依
存
し
て
い
た
せ
い
で

あ
ろ
う
。
大
阪
府
の
河
内
で
は
水
田
地
域
で
牛
馬
骨
が
多
く
出
土

し
、
中
世
ま
で
継
続
す
る
農
耕
祭
祀
が
よ
り
広
範
に
行
わ
れ
た
。

　

だ
が
、
平
安
京
で
は
平
安
前
期
の
う
ち
に
次
第
に
出
土
例
が
減

り
、
一
〇
世
紀
に
は
絶
え
て
し
ま
う
。
こ
こ
に
、
牛
馬
の
性
格
に

第
二
の
変
化
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
。
牛
馬
の
解
体
処
理
集
団

が
京
内
か
ら
排
除
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
積
山
二
〇
〇
七
）。

　

そ
の
理
由
は
、
平
安
京
の
聖
性
化
が
図
ら
れ
、「
穢
れ
」
が
排

除
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
た
と
え
ば
平
安
京
の
東
を
画
し
て
南
流

す
る
鴨
川
は
、『
類
聚
国
史
』
に
よ
る
と
弘
仁
五
（
八
一
四
）
年

五
月
以
来
、
天
皇
家
の
禊
の
場
と
な
っ
て
い
た
。『
続
日
本
後
紀
』

に
よ
る
と
、
承
和
一
一
（
八
四
四
）
年
一
一
月
、
平
安
京
の
守
り

神
で
あ
っ
た
鴨
社
か
ら
、
鴨
川
が
穢
れ
る
と
の
訴
え
に
よ
り
、
上

流
で
の
猪
狩
り
と
そ
の
解
体
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
聖
な
る
禊
の

場
か
ら
動
物
の
「
血
の
穢
れ
」
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
が
、
延
長
五
（
九
二
七
）
年
の
『
延
喜
式
』
で
は
、「
鴨

御
祖
社
の
南
辺
は
、四
至
の
外
に
在
り
と
雖
も
、、濫
僧
、屠
者
等
、

居
住
す
る
こ
と
得
ざ
れ
。」（
臨
時
祭
鴨
四
至
外
条
）
と
い
う
禁
令

と
な
る
。
下
鴨
社
の
南
と
は
鴨
川
べ
り
で
あ
り
、
そ
の
河
原
に
牛

馬
解
体
集
団
が
居
住
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
八
世
紀
の
平
城
京
で
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は
彼
ら
は
ま
だ
京
内
に
い
て
牛
馬
を
解
体
し
た
の
に
対
し
、
一
〇

世
紀
に
は
京
外
へ
、
さ
ら
に
は
聖
な
る
禊
の
場
で
あ
る
鴨
川
か
ら

も
排
除
さ
れ
よ
う
と
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
死
牛
馬
の
解
体
に
は

血
や
骨
、
肉
な
ど
が
放
つ
強
烈
な
臭
い
や
汚
水
な
ど
の
環
境
汚
染

が
伴
う
が
、
こ
れ
が
「
穢
れ
」
と
さ
れ
た
（
松
井
二
〇
〇
五
）。
そ

れ
ゆ
え
、
都
か
ら
排
除
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
実
効

性
が
ど
の
程
度
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
う
し
て

平
安
京
に
お
け
る
牛
馬
解
体
集
団
の
国
家
的
管
理
も
終
焉
に
向
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

重
要
な
の
は
、
九
世
紀
か
ら
一
〇
世
紀
前
半
に
か
け
て
、
こ
の

よ
う
な
事
態
が
平
安
京
で
進
行
し
た
こ
と
で
あ
る
。
当
時
の
律
令

制
は
、
税
体
系
の
動
揺
に
よ
っ
て
次
第
に
危
機
に
陥
り
つ
つ
あ
っ

た
。
そ
の
な
か
で
、
平
安
貴
族
ら
が
あ
く
ま
で
も
都
を
保
守
し
、

正
統
化
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
地
方
村
落
の
農
業
・
水
産
業
に
依
拠

し
つ
つ
王
城
の
聖
域
化
を
図
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

平
安
京
の
聖
性
を
代
表
す
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
王
権
つ
ま

り
天
皇
で
あ
る
。
九
世
紀
後
半
以
後
、
王
権
も
「
聖
な
る
天
皇
」

へ
の
転
換
を
図
っ
た
と
さ
れ
る
（
伊
藤
二
〇
〇
二
）
こ
と
は
、
そ

の
対
極
に
同
時
進
行
で
、「
穢
れ
」
の
排
除
と
卑
賤
観
を
生
み
出

す
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
遅
く
と
も
『
延
喜

式
』
の
こ
ろ
に
は
、
の
ち
の
日
本
中
世
社
会
を
広
く
覆
っ
た
「
穢

れ
」
へ
の
恐
怖
と
拒
否
、
そ
れ
に
携
わ
る
牛
馬
解
体
集
団
へ
の
差

別
観
念
が
目
立
ち
始
め
る
の
で
あ
る
（
大
山
一
九
七
八
）。

二　

中
世
の
被
差
別
民

　

被
差
別
部
落
の
起
源
が
中
世
に
ま
で
遡
る
の
か
否
か
と
い
う
こ

と
は
長
年
の
議
論
で
あ
る
が
、
研
究
者
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
被
差

別
部
落
の
要
素
、
そ
の
定
義
で
解
釈
は
大
き
く
異
な
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。『
魏
書
東
夷
伝
倭
人
条
』
に
み
ら
れ
る
生
口
、
律
令
制
に

も
と
づ
く
五
色
の
賤
の
よ
う
に
、
社
会
的
底
辺
に
追
い
や
ら
れ
た

賤
民
は
有
史
以
降
、
確
実
に
存
在
し
た
。
ま
た
、『
延
喜
式
』
に

み
え
る
鴨
か
も
の

御み

祖お
や

社し
ゃ

か
ら
排
除
さ
れ
た
屠
者
や
濫
僧
は
、
集
団
で
行

動
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
頃
ま
で
に
は
「
部
落
」
と
し

て
の
祖
型
が
で
き
て
い
た
と
も
解
釈
で
き
よ
う
。
い
っ
ぽ
う
で
は

網
野
善
彦
に
代
表
さ
れ
る
中
世
の
非
農
業
民
研
究
（
網
野
一
九
七

八
）
は
、
無
縁
の
地
に
お
け
る
職
能
民
や
芸
能
民
の
活
動
を
明
ら

か
に
し
、
歴
史
学
の
み
な
ら
ず
考
古
学
的
な
中
世
史
研
究
に
も
多

少
な
り
と
も
影
響
を
与
え
た
。

　

職
能
民
で
も
あ
る
供
御
人
は
律
令
制
が
実
質
的
に
崩
壊
し
た
一

〇
世
紀
以
降
に
、
贄
を
天
皇
家
に
貢
納
す
る
か
わ
り
に
、
諸
課
役

免
除
や
津
・
泊
・
関
・
渡
の
自
由
通
行
権
、
独
占
的
漁
業
権
な
ど

さ
ま
ざ
ま
な
特
権
が
付
与
さ
れ
た
特
権
集
団
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
集
団
は
所
管
に
よ
っ
て
供
御
人
（
天
皇
家
・
公
家
）、
供
祭
人
・
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神
人
（
神
社
）、
寄
人
（
寺
院
）
な
ど
と
呼
び
分
け
ら
れ
る
が
、

本
質
的
に
は
同
じ
よ
う
な
活
動
を
し
て
い
た
。
御
厨
と
呼
ば
れ
る

水
域
（
の
ち
に
陸
域
も
含
む
）
が
供
御
人
を
は
じ
め
と
す
る
特
権

集
団
の
実
質
的
な
縄
張
り
で
あ
っ
た
が
、
特
権
集
団
の
間
に
は
利

害
対
立
が
あ
り
、
し
ば
し
ば
縄
張
り
を
め
ぐ
っ
て
争
っ
て
い
た
。

た
と
え
ば
、『
石
山
寺
縁
起
絵
巻
』
に
は
石
山
寺
の
僧
（
寄
人
）

が
彼
ら
の
漁
場
を
荒
ら
し
て
い
る
供
御
人
を
追
い
払
う
様
子
が
描

か
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
山
槐
記
』
応
保
元
（
一
一
六
一
）
年
九

月
一
七
日
の
大
江
御
厨
の
訴
え
に
は
「
停
止
法
通
寺
妨
、
如
旧
可

随
進
止
事
」
と
あ
り
、
後
述
す
る
西
ノ
辻
供
御
人
が
法
通
寺
寄
人

と
争
っ
て
い
た
。

　

こ
こ
で
は
東
大
阪
市
西
ノ
辻
遺
跡
と
尼
崎
市
大
物
遺
跡
を
例
に

供
御
人
あ
る
い
は
神
人
と
称
さ
れ
た
中
世
の
特
権
的
職
能
集
団
を

考
古
資
料
と
歴
史
資
料
を
対
照
さ
せ
な
が
ら
、
彼
ら
の
特
徴
的
な

活
動
痕
跡
を
紹
介
す
る
（
別
所
二
〇
〇
五
・
丸
山
ほ
か
二
〇
〇
九
）。

１　

大
江
御
厨
の
衰
退
と
西
ノ
辻
遺
跡

　
『
類
聚
国
史
』
巻
第
三
三
「
御
厨
」
に
は
、「
淳
和
天
皇
天
長
八

年
五
月
戊
申
。
河
内
国
供
御
。
堤
外
赤
江
。
堤
内
赤
江
二
処
。
定

竹
門
江
。
賀
沼
絶
間
江
。
大
治
江
三
処
。
又
停
摂
津
国
供
御
江
四

処
。」
と
み
え
、
九
世
紀
頃
ま
で
に
は
摂
津
国
お
よ
び
河
内
国
に

は
供
御（
御
厨
）が
成
立
し
て
い
た
。
ま
た
、『
山
科
家
旧
蔵
文
書
』

元
永
二
（
一
一
一
九
）
年
七
月
一
六
日
官
宣
旨
に
は
「
応
遣
官
使
、

任
延
喜
五
年
国
司
請
文
、
令
検
注
言
上
大
江
御
厨
四
至
并
供
御
人

交
名
在
家
免
田
地
所
等
事
」
と
み
え
、
延
喜
五
（
九
〇
五
）
年
に

河
内
国
に
大
江
御
厨
が
成
立
し
、
そ
の
領
域
や
供
御
人
の
定
員
が

設
け
ら
れ
た
。

　
『
水
走
文
書
』
に
よ
る
と
、
水
走
家
が
平
安
時
代
末
頃
か
ら
室

町
時
代
に
か
け
て
大
江
御
厨
と
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
建
長
四
（
一
二
五
二
）
年
六
月
三
日
の
藤
原
（
水
走
）
康
高

譲
状
に
は
「
一
、
大
江
御
厨
山
本
河
俣
両
執
当
職
并　

御　

宣
旨

御
牒　

大
治
長
承
里
券　

氷
野
河
并
広
見
池
細
江
等
」
と
あ
り
、

そ
の
財
産
目
録
に
は
「
左
衛
門
尉
藤
原
康
高
之
先
祖
伝
之
諸
職
私

領
也
」
と
み
え
、
水
走
氏
は
玉
串
川
（
吉
田
川
）
水
系
を
含
む
生

駒
西
麓
域
を
指
す
山
本
や
旧
大
和
川
の
分
流
で
あ
る
長
瀬
川
水
系

を
指
す
河
俣
、
北
河
内
の
低
地
部
に
広
が
っ
て
い
た
広
見
池
（
の

ち
の
新
開
池
・
深
野
池
）、
寝
屋
川
水
系
で
あ
る
氷
野
河
一
帯
を
管

理
し
、
兄こ
の
こ
う
べ部

と
し
て
供
御
人
を
統
率
し
て
い
た
と
解
釈
で
き
る
。

玉
串
川
の
分
流
で
あ
る
吉
田
川
の
自
然
堤
防
上
に
あ
る
式
内
大
津

神
社
周
辺
に
は
「
古ふ
る

水み
ず

走は
や

」
と
い
う
小
字
が
残
り
、
そ
の
社
名
や

小
字
か
ら
は
付
近
に
水
走
氏
の
漁
業
拠
点
が
置
か
れ
て
い
た
と
想

像
さ
れ
る
。
水
走
家
は
始
祖
季
忠
の
治
承
八
（
一
一
八
四
））
年

以
来
、
代
々
大
江
御
厨
を
受
け
継
い
で
き
た
が
、
至
徳
元
（
一
三

八
四
）
年
の
忠
夏
譲
状
か
ら
は
大
江
御
厨
山
本
の
執
当
職
が
抜
け
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落
ち
て
い
る
点
に
注
目
し
て
お
く
。

　

い
っ
ぽ
う
東
大
阪
市
西
ノ
辻
遺
跡
は
大
津
神
社
の
東
方
に
位
置

し
、
生
駒
山
西
麓
の
扇
状
地
扇
端
に
立
地
す
る
弥
生
時
代
か
ら
中

世
に
か
け
て
の
複
合
遺
跡
で
あ
る
。
こ
の
遺
跡
で
は
古
代
か
ら
中

世
に
か
け
て
の
牛
馬
骨
が
出
土
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
た
。
な

か
で
も
近
鉄
け
い
は
ん
な
線
新
石
切
駅
の
地
下
か
ら
は
、
自
然
流

路
に
隣
接
す
る
平
安
時
代
末
（
一
二
世
紀
）
か
ら
室
町
時
代
初
め

（
一
四
世
紀
）
の
溝
か
ら
、
破
片
数
で
三
〇
〇
〇
点
以
上
の
牛
馬

骨
が
散
乱
状
態
で
出
土
し
て
い
る
。
こ
の
溝
は
Ｌ
字
型
の
平
面
形

を
な
し
、
最
大
幅
一
〇
メ
ー
ト
ル
、
深
さ
一
・
五
メ
ー
ト
ル
、
全

長
約
八
〇
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
る
。
そ
の
上
流
部
に
は
堰
が
設
け
ら

れ
て
お
り
、
自
然
流
路
か
ら
取
水
し
、
下
流
側
で
再
び
同
じ
流
路

に
排
水
す
る
仕
組
み
を
も
つ
。
溝
の
堆
積
層
の
特
徴
か
ら
、
溝
は

常
時
、
滞
水
し
て
い
た
と
判
断
さ
れ
、
そ
の
両
岸
で
牛
馬
の
解
体

が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
（
図
２
）。
溝
か
ら
出
土
し
た

ウ
マ
や
ウ
シ
は
最
小
個
体
数
で
そ
れ
ぞ
れ
一
六
個
体
、
一
二
個
体

を
数
え
、
こ
の
ほ
か
に
少
数
の
イ
ヌ
や
サ
ル
、
鳥
類
の
骨
が
含
ま

れ
て
い
た
。
ウ
マ
や
ウ
シ
の
骨
に
は
、
部
位
の
成
長
が
十
分
で
な

い
も
の
、
乳
歯
か
ら
永
久
歯
へ
の
生
え
替
わ
り
が
終
わ
っ
て
い
な

い
も
の
、
生
え
替
わ
っ
て
も
エ
ナ
メ
ル
質
の
摩
耗
が
進
ん
で
い
な

い
も
の
、
四
肢
骨
や
椎
骨
の
骨
端
部
が
未
癒
合
の
も
の
な
ど
、
若

い
個
体
の
比
率
が
高
く
、若
獣
を
屠
殺
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

図２　西ノ辻遺跡でみつかった平安から鎌倉時代の溝と獣骨出土地点
出典：別所 2005
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さ
ら
に
西
ノ
辻
遺
跡
で
は
、
漁
網
に
取
り
付
け
ら
れ
て
い
た
と

判
断
さ
れ
る
五
二
点
の
土
錘
が
土
坑
か
ら
出
土
し
て
い
る
ほ
か
、

同
遺
跡
だ
け
で
合
計
数
百
点
に
お
よ
ぶ
漁
網
錘
が
確
認
さ
れ
て
お

り
、
漁
撈
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
金
属
の
鋳
型
や
鞴

羽
口
の
出
土
は
鋳
物
師
や
鍛
冶
、
多
数
の
曲
物
の
出
土
は
木
地
師

や
檜
物
師
、
多
数
の
石
臼
や
石
鍋
は
石
工
の
存
在
を
示
唆
す
る
ほ

か
、
多
数
の
蘇
民
将
来
護
符
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
陰
陽
道
と
関

連
す
る
呪
術
師
の
存
在
も
確
認
で
き
る
。
以
上
の
特
徴
的
な
遺

物
・
遺
構
を
も
つ
中
世
の
西
ノ
辻
の
住
人
が
多
様
な
職
能
を
も
っ

て
い
た
こ
と
を
示
し
、
ま
さ
に
西
ノ
辻
の
住
人
が
大
江
御
厨
の
供

御
人
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
西
ノ
辻
遺
跡
に
み
ら

れ
る
こ
の
よ
う
な
多
様
な
活
動
の
痕
跡
は
、
一
四
世
紀
後
半
を
境

に
途
絶
し
た
。
西
ノ
辻
遺
跡
は
先
に
み
た
水
走
家
が
支
配
す
る
大

江
御
厨
の
う
ち
山
本
に
あ
り
、
水
走
家
の
執
当
職
か
ら
同
地
が
抜

け
落
ち
た
時
期
と
一
致
す
る
。
こ
の
こ
と
は
水
走
氏
が
当
地
の
権

益
を
失
う
と
も
に
、
西
ノ
辻
供
御
人
も
特
権
を
剥
奪
さ
れ
こ
と
を

表
し
て
い
る
。
こ
の
背
景
に
は
水
走
氏
が
建
武
三
（
一
三
三
六
）

年
の
湊
川
の
戦
い
で
敗
れ
た
南
朝
側
に
つ
い
た
こ
と
に
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
。

２　

長
洲
御
厨
の
拡
張
と
大
物
遺
跡

　

摂
津
国
長
洲
御
厨
は
か
つ
て
の
神
崎
川
河
口
付
近
一
帯
を
指
し

た
。
も
と
東
大
寺
領
猪
名
荘
の
一
部
で
あ
っ
た
が
、
応
徳
元
（
一

〇
八
四
）
年
に
鴨
御
祖
社
が
神
饌
の
不
足
分
を
補
う
た
め
に
御
厨

を
設
定
し
た
こ
と
か
ら
、
約
二
〇
〇
年
に
わ
た
り
両
者
の
間
で
縄

張
り
争
い
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
長
洲
御
厨
の
漁
民
は
康
和
年

間
（
一
〇
九
九
〜
一
一
〇
三
）
に
は
わ
ず
か
三
八
人
で
あ
っ
た
が
、

元
永
元
（
一
一
一
八
）
年
に
は
御
厨
の
神
人
の
総
数
は
お
よ
そ
五

〇
〇
人
、
応
保
元
（
一
一
六
一
）
年
に
は
神
人
の
在
家
が
一
〇
〇

〇
軒
に
達
し
た
（
羽
原
一
九
七
七
）。
こ
の
よ
う
な
急
激
な
神
人
の

増
加
の
背
景
に
は
、
神
崎
川
の
発
達
に
よ
っ
て
河
口
に
陸
域
が
広

が
り
、
こ
れ
に
呼
応
し
て
長
洲
御
厨
が
下
流
側
へ
向
か
っ
て
次
々

と
漁
業
拠
点
を
開
発
し
て
い
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
す
な
わ

ち
、
長
承
年
間
（
一
一
三
二
〜
一
一
三
四
）
に
神
崎
川
河
口
が
長

洲
浜
の
南
側
ま
で
延
伸
し
、穏
や
か
な
入
江
に
大
物
浜
が
営
ま
れ
、

ま
た
、
神
崎
川
分
流
の
自
然
堤
防
に
遅
く
と
も
長
承
年
間
（
一
一

三
二
〜
一
一
三
四
）
ま
で
に
杭
瀬
浜
が
、
さ
ら
に
、
久
安
年
間
（
一

一
四
五
〜
一
一
五
〇
）
ま
で
に
は
大
物
浜
の
南
側
に
達
し
た
神
崎

川
の
河
口
で
は
尼
崎
浜
が
開
発
さ
れ
た
。

　

尼
崎
市
大
物
遺
跡
は
、
神
崎
川
河
口
の
浜
堤
も
し
く
は
砂
州
上

に
位
置
す
る
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
の
遺
跡
で
、
大

物
浜
の
一
部
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
一
九
九
五
年
に
実
施
さ
れ

た
第
一
次
調
査
で
は
、
調
査
地
北
縁
で
浜
堤
背
後
の
堤
間
湿
地
と

考
え
ら
れ
る
凹
地
が
み
つ
か
り
、
こ
れ
を
充
塡
す
る
堆
積
層
の
う
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ち
と
く
に
有
機
物
に
富
ん
だ
層
準
か
ら
は
、
平
安
時
代
末
か
ら
鎌

倉
時
代
の
陶
磁
器
と
と
も
に
、
保
存
状
態
の
良
い
多
数
の
動
物
遺

存
体
や
人
骨
が
散
乱
状
態
で
出
土
し
た
（
尼
崎
市
教
育
委
員
会
二

〇
〇
一
、
丸
山
ほ
か
二
〇
〇
五
）。
動
物
遺
存
体
の
う
ち
、
種
名
や

部
位
が
同
定
で
き
た
破
片
は
、
七
一
六
点
に
お
よ
び
、
平
安
時
代

末
か
ら
鎌
倉
時
代
層
か
ら
出
土
し
た
動
物
遺
存
体
の
な
か
で
は
、

イ
ヌ
、
ヒ
ト
、
ニ
ホ
ン
ジ
カ
が
き
わ
め
て
多
く
、
ウ
マ
や
ウ
シ
の

出
現
頻
度
は
一
〇
％
を
下
回
る
。
ま
た
、
ニ
ホ
ン
ジ
カ
を
部
位
別

で
み
る
と
、
枝
角
や
中
手
骨
、
中
足
骨
が
多
く
、
こ
れ
ら
か
ら
作

ら
れ
た
骨
角
製
品
や
そ
れ
ら
の
未
製
品
も
多
数
出
土
し
て
い
る
。

魚
類
で
は
マ
ダ
イ
を
は
じ
め
と
す
る
タ
イ
類
、
貝
類
で
は
ヤ
マ
ト

シ
ジ
ミ
や
ア
カ
ニ
シ
、
ハ
マ
グ
リ
、
カ
ガ
ミ
ガ
イ
の
よ
う
に
河
口

の
汽
水
域
か
ら
内
湾
砂
底
に
棲
息
す
る
種
が
き
わ
め
て
多
く
、
遺

跡
周
辺
の
環
境
を
よ
く
反
映
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

こ
の
凹
地
の
堆
積
層
に
は
漁
網
錘
と
し
て
使
わ
れ
た
土
錘
や
石

錘
が
含
ま
れ
、
石
鍋
、
硯
な
ど
も
み
ら
れ
る
が
、
と
く
に
注
目
さ

れ
る
の
は
一
三
世
紀
前
半
の
層
準
か
ら
出
土
し
た
約
一
〇
〇
〇
点

の
経
石
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
法
華
三
部
経
で
あ
る
無
量
義
経
、
妙

法
蓮
華
経
、
仏
説
観
普
賢
菩
薩
行
法
経
の
一
部
が
、
円
礫
の
表
面

に
墨
書
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
尼
崎
市
教
育
委
員
会
二
〇
〇
五
）。

以
上
の
よ
う
な
多
様
な
活
動
の
証
拠
は
、
大
物
遺
跡
の
住
人
も
ま

た
、
西
ノ
辻
供
御
人
と
同
様
、
漁
撈
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま

な
職
能
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

　

い
っ
ぽ
う
、
大
物
遺
跡
の
北
方
約
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
金
楽
寺

貝
塚
で
は
、ア
カ
ガ
イ
や
シ
ジ
ミ
な
ど
の
貝
類
、タ
イ
や
カ
エ
ル
、

ス
ッ
ポ
ン
な
ど
と
と
も
に
、
平
安
時
代
前
期
か
ら
中
期
の
蛸
壺
や

土
錘
な
ど
の
漁
具
が
多
数
出
土
し
て
い
る
。ま
た
、イ
ヌ
や
ウ
シ
、

ウ
マ
も
み
ら
れ
、
と
く
に
ウ
シ
や
ウ
マ
の
骨
に
は
切
断
し
た
痕
跡

が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
村
川
一
九
六
六
）。
こ
の
遺
跡
も
ま
た
浜

堤
上
に
位
置
し
、
周
辺
は
長
洲
浜
に
比
定
さ
れ
、
漁
業
拠
点
と
な

っ
て
い
た
よ
う
だ
。
金
楽
寺
貝
塚
で
こ
の
よ
う
な
活
動
痕
跡
を
残

し
た
人
々
は
、
長
洲
御
厨
成
立
後
、「
新
出
地
」
で
あ
る
大
物
浜

に
居
住
地
を
見
出
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
尼
崎
市
教
育
委
員

会
一
九
八
二
）。

３　

供
御
人
や
神
人
の
活
動
展
開

　

西
ノ
辻
遺
跡
や
大
物
遺
跡
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
供
御
人
や
神
人

は
単
な
る
漁
撈
民
で
は
な
く
、
多
様
な
職
能
民
で
あ
っ
た
こ
と
が

考
古
学
的
に
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
御
厨
の
消
長
と
考
古
学
的
に

み
た
供
御
人
・
神
人
の
動
向
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
も
確
か
め
ら

れ
た
。
ま
た
、
長
洲
御
厨
で
は
神
崎
川
河
口
の
発
達
に
呼
応
し
、

漁
業
拠
点
を
開
発
し
て
い
っ
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
が
、
供
御
人

や
神
人
な
ど
の
特
権
集
団
に
は
自
然
の
作
用
に
よ
っ
て
新
し
く
で

き
た
土
地
に
素
早
く
反
応
し
、
積
極
的
に
漁
業
拠
点
や
耕
作
地
を
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開
発
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
読
み
取
れ
る
。
寿
永
三
（
一
一
八
四
）

年
の
『
水
走
文
書
』「
源
康
忠
解
案
」
に
は
「
有
福
名
水
走
開
発
田
」

と
あ
り
、
そ
の
場
所
は
「
河
内
郡
八
条
曽
禰
崎
里
」、「
同
郡
九
条

津
辺
里
」、「
同
郡
七
条
水
走
里
」
に
比
定
さ
れ
て
い
る
（
布
施
市

史
編
纂
委
員
会
編
一
九
六
二
）。
こ
れ
ら
の
比
定
地
は
現
在
の
恩
智

川
に
沿
っ
た
吉
田
川
と
生
駒
山
麓
の
扇
状
地
に
挟
ま
れ
た
湿
地
に

あ
た
り
、
当
時
は
耕
作
地
と
し
て
は
不
向
き
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
よ
う
な
土
地
開
発
を
裏
付
け
る
証
拠
は
西
ノ
辻
遺
跡

に
隣
接
す
る
鬼
虎
川
遺
跡
や
そ
の
北
方
の
北
島
遺
跡
で
み
ら
れ
、

山
地
か
ら
供
給
さ
れ
る
土
砂
に
よ
っ
て
湿
地
が
埋
め
立
て
ら
れ
た

直
後
に
水
田
や
畑
が
開
発
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て

い
る
（
例
え
ば
松
田
一
九
九
六
）。
こ
の
よ
う
に
自
ら
の
活
動
の
場

を
拡
げ
る
た
め
に
、
新
し
く
で
き
た
土
地
＝
無
縁
の
領
域
に
進
出

し
た
こ
と
も
、
供
御
人
や
神
人
な
ど
の
特
権
集
団
の
特
徴
的
な
活

動
の
一
つ
で
あ
る
。

三　

近
世
の
牛
馬
骨

１　

摂
河
泉
で
の
出
土
例
の
急
減

　

天
正
一
一
（
一
五
八
三
）
年
、
本
能
寺
で
落
命
し
た
織
田
信
長

に
替
わ
っ
て
覇
権
を
握
っ
た
豊
臣
秀
吉
が
、
大
坂
城
の
建
設
に
着

手
す
る
。
こ
れ
が
近
世
の
大
坂
の
直
接
の
基
礎
と
な
っ
た
。
こ
こ

で
は
大
坂
築
城
以
後
を
近
世
と
し
て
取
り
扱
い
、
慶
長
三
（
一
五

九
八
）年
に
大
坂
城
三
ノ
丸
の
建
設
が
始
ま
る
ま
で
を
豊
臣
前
期
、

慶
長
二
〇
（
一
六
一
五
）
年
の
大
坂
夏
の
陣
で
豊
臣
氏
が
滅
ぶ
ま

で
を
豊
臣
後
期
、
そ
れ
以
後
を
徳
川
期
と
区
分
し
て
扱
う
が
、
こ

の
区
分
は
摂
津
・
河
内
・
和
泉
の
全
域
に
及
ぶ
も
の
で
は
な
い
。

　

さ
て
、
近
世
の
牛
馬
骨
は
、
古
代
・
中
世
に
比
べ
て
、
遺
跡
数
、

出
土
例
と
も
か
な
り
減
少
す
る
。
と
く
に
河
内
で
の
減
少
が
著
し

く
、
北
河
内
で
は
ほ
と
ん
ど
出
土
し
な
く
な
る
。
中
河
内
で
も
、

六
件
七
例
に
激
減
す
る
。

　

牛
馬
骨
の
出
土
が
急
減
す
る
理
由
は
ふ
た
つ
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
ひ
と
つ
は
大
規
模
な
牛
馬
解
体
シ
ス
テ
ム
が
生
ま
れ
、
斃
牛
馬

処
理
が
特
定
の
場
所
に
集
中
し
た
こ
と
で
あ
る
。
中
河
内
で
は
更

池
村
、
和
泉
で
は
南
王
子
村
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
前
者
に
は

骨
の
捨
て
場
と
思
わ
れ
る
「
骨
塚
」
が
あ
り
、
牛
馬
解
体
拠
点
の

有
力
な
候
補
地
で
あ
ろ
う
。
ま
た
後
者
の
草
場
権
は
二
三
八
箇
村

に
も
及
ん
だ
が
、
そ
れ
で
も
、
北
は
現
堺
市
の
塩
穴
、
南
は
貝
塚

市
の
島
村
の
草
場
と
接
す
る
範
囲
で
あ
り
、
中
世
の
郷
・
庄
の
規

模
と
い
う
（
中
尾
一
九
九
一
）。
和
泉
で
は
塩
穴
村
・
南
王
子
村
、

島
村
な
ど
に
牛
馬
の
解
体
処
理
拠
点
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
う
ち
、
島
村
の
一
角
と
さ
れ
る
貝
塚
市
東
遺
跡
で
は
一
八
世

紀
か
ら
一
九
世
紀
に
い
た
る
多
く
の
遺
構
か
ら
獣
骨
が
出
土
し
て
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い
る
。
ウ
シ
・
ウ
マ
の
骨
は
当
然
、
出
土
し
た
が
、
大
多
数
は
四

肢
骨
に
限
ら
れ
る
。
ま
た
、
意
外
に
も
解
体
痕
の
あ
る
イ
ヌ
・
ネ

コ
の
骨
の
方
が
多
く
（
三
味
線
と
関
連
す
る
か
）、
ま
だ
全
貌
を
と

ら
え
る
に
は
い
た
ら
な
い
。

　

も
う
ひ
と
つ
は
、
骨
の
資
源
利
用
が
進
ん
だ
こ
と
で
あ
る
。
後

述
す
る
牛
の
角
細
工
は
中
世
後
期
の
堺
に
は
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、

骨
細
工
は
近
世
初
期
に
入
っ
て
、
明
確
に
な
っ
て
く
る
。
そ
の
製

品
に
は
櫛く
し

払ば
ら
い（

後
述
）
な
ど
が
あ
り
、
従
来
は
捨
て
て
い
た
牛
馬

骨
を
原
材
料
と
す
る
新
た
な
産
業
と
し
て
骨
細
工
が
成
立
し
た
も

の
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
骨
粉
が
肥
料
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
そ
の
中
心
と
な
っ
た
薩
摩
藩
は
シ
ラ

ス
台
地
の
酸
性
土
壌
を
改
良
す
る
た
め
、
ア
ル
カ
リ
性
の
動
物
骨

を
必
要
と
し
、
各
地
か
ら
大
量
に
買
い
付
け
た（
松
井
二
〇
〇
四
）。

　

つ
ま
り
、
斃
牛
馬
解
体
処
理
の
再
編
に
よ
っ
て
草
場
権
、
旦
那

場
権
が
成
立
し
、
大
規
模
な
牛
馬
解
体
シ
ス
テ
ム
が
生
ま
れ
た
こ

と
、
そ
し
て
、
牛
馬
骨
の
資
源
利
用
と
い
う
新
た
な
産
業
が
成
立

し
た
こ
と
、
こ
の
ふ
た
つ
の
理
由
に
よ
り
、
近
世
の
骨
の
出
土
が

減
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
、
こ
れ
ら
と
表
裏
の
関
係
に
あ

る
骨
や
皮
革
の
流
通
シ
ス
テ
ム
も
整
っ
て
き
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

２　

大
坂
出
土
の
牛
馬
骨

　

大
坂
の
都
市
部
で
は
牛
馬
骨
を
材
料
と
す
る
骨
細
工
の
出
土
例

が
多
い
。
こ
こ
で
は
そ
の
代
表
的
な
例
と
し
て
、
大
阪
市
中
央
区

住
友
銅
吹
所
跡
出
土
の
加
工
骨
を
紹
介
す
る
。
住
友
銅
吹
所
は
、

寛
永
一
三
（
一
六
三
六
）
年
、
大
阪
市
を
南
北
に
貫
く
上
町
台
地

を
西
へ
下
っ
た
天
満
砂
州
の
低
湿
地
で
創
業
し
た
。
発
掘
調
査
に

よ
っ
て
江
戸
時
代
で
は
世
界
最
大
級
の
銅
精
錬
工
場
の
遺
跡
が
み

つ
か
っ
た
が
、
そ
れ
に
先
立
つ
近
世
初
期
の
ゴ
ミ
捨
て
穴
か
ら
、

加
工
さ
れ
た
大
量
の
牛
馬
骨
が
発
見
さ
れ
た
。
こ
の
ゴ
ミ
捨
て
穴

は
、
文
禄
三
（
一
五
九
四
）
年
よ
り
新
し
く
、
ま
た
元
和
八
（
一

六
二
二
）
年
よ
り
古
い
地
層
に
属
す
る
。

　

こ
こ
で
み
つ
か
っ
た
の
は
、
三
八
三
点
の
ウ
マ
・
ウ
シ
の
骨
で

あ
り
、
上
腕
骨
（
ウ
マ
の
み
）・
橈
骨
・
中
手
骨
・
大
腿
骨
・
脛

骨
・
中
足
骨
と
、
四
肢
骨
に
限
ら
れ
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て

に
、
さ
ま
ざ
ま
な
加
工
が
施
さ
れ
て
い
た
。
別
の
場
所
で
解
体
さ

れ
た
牛
馬
か
ら
、
四
肢
骨
だ
け
が
こ
の
地
に
持
ち
込
ま
れ
、
こ
れ

を
材
料
と
し
て
骨
製
品
を
生
産
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
骨
片
は
、
以
下
の
よ
う
に
大
き
く
六
種
類
に
分
類
さ

れ
た
。
Ⅰ
類
：
骨
幹（
骨
の
中
央
部
分
）の
一
端
を
切
断
し
た
も
の
。

Ⅱ
類
：
両
端
を
切
断
し
た
も
の
。
Ⅲ
類
：
切
断
し
た
骨
を
縦
に
打

ち
割
っ
た
も
の
。
Ⅳ
類
：
打
ち
割
っ
た
骨
を
削
っ
た
り
磨
い
た
り

し
て
板
状
に
し
た
も
の
。
Ⅴ
類
：
板
状
の
骨
の
一
端
に
鋸
の
こ
ぎ
りで

櫛
歯

を
挽
き
だ
し
た
も
の
。
Ⅵ
類
：
さ
ら
に
削
り
、
研
磨
し
、
穿
孔
す

る
な
ど
仕
上
げ
の
細
部
加
工
が
施
さ
れ
た
も
の
。
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Ⅰ
類
は
主
に
四

肢
骨
の
一
端
を
切

断
し
た
骨
幹
と
骨

端
の
二
点
で
あ

る
。
骨
端
は
も
ろ

い
の
で
捨
て
ら
れ

る
。
残
っ
た
丈
夫

な
骨
幹
と
、
こ
れ

を
長
さ
五
〜
六
セ

ン
チ
に
小
分
け
し

た
の
が
Ⅱ
類
で
あ

る
。
こ
れ
を
縦
割

り
し
た
素
材
が
Ⅲ

類
、
平
滑
な
板
状

に
し
た
素
材
が
Ⅳ

類
、
さ
ら
に
加
工

を
施
し
て
製
品
に

す
る
工
程
に
あ
た

る
の
が
Ⅴ
・
Ⅵ
類

で
あ
る
（
図
３
）。

当
然
な
が
ら
、
完

成
し
た
製
品
は
出

荷
さ
れ
る
か
ら
残
っ
て
お
ら
ず
、
出
土
品
の
ほ
と
ん
ど
は
そ
の
工

程
で
生
じ
た
失
敗
作
か
、
素
材
と
し
て
の
品
質
が
悪
く
て
棄
て
ら

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
製
品
と
は
な
ん
だ
ろ
う
か
。
調
べ
て

み
る
と
、
大
名
家
の
調
度
品
な
ど
の
伝
世
品
か
ら
、
櫛
払
で
あ
る

こ
と
が
突
き
止
め
ら
れ
た
。
櫛
払
と
は
櫛
を
掃
除
す
る
道
具
で
、

骨
板
の
下
部
に
挽
き
出
し
た
歯
の
部
分
で
櫛
の
歯
の
間
の
汚
れ
を

掻
き
出
し
、
上
部
に
と
り
つ
け
た
植
物
繊
維
の
刷
毛
で
汚
れ
を
払

い
落
と
し
た
の
で
あ
る
（
久
保
一
九
九
九
）。

　

久
保
は
、
牛
馬
の
解
体
処
理
と
骨
の
流
通
シ
ス
テ
ム
、
そ
し
て

骨
細
工
と
い
う
分
業
の
成
立
が
近
世
都
市
大
坂
の
成
立
と
密
接
に

関
連
す
る
と
し
、
ま
た
そ
の
背
後
に
賤
民
集
団
の
存
在
を
想
定
し

た
。こ
こ
ま
で
踏
み
込
ん
だ
考
古
学
の
研
究
は
初
め
て
で
あ
っ
た
。

　

現
在
の
と
こ
ろ
、大
坂
の
骨
細
工
は
豊
臣
後
期
か
ら
み
ら
れ
る
。

中
央
区
森
の
宮
遺
跡
、
同
区
大
坂
城
下
町
遺
跡
の
二
例
が
そ
れ
で

あ
り
、
前
者
は
一
応
は
城
内
と
は
い
え
、
開
発
の
度
合
い
が
低
い

惣
構
え
の
低
湿
地
に
あ
た
り
、
住
友
銅
吹
所
跡
も
ほ
ぼ
同
様
の
立

地
で
あ
っ
た
。
後
者
も
低
湿
地
で
は
あ
る
が
、
道
修
町
の
繁
華
街

に
あ
た
る
。
骨
細
工
の
立
地
に
は
、
悪
条
件
の
住
友
銅
吹
所
跡
・

森
の
宮
遺
跡
が
あ
る
反
面
、
当
初
か
ら
繁
華
街
と
い
う
好
条
件
の

地
で
操
業
す
る
と
い
う
道
修
町
の
例
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

徳
川
期
の
骨
細
工
は
大
坂
の
城
下
町
で
、
い
く
つ
も
み
つ
か
っ

て
い
る
。
中
央
区
瓦
町
二
丁
目
（
二
箇
所
、
一
七
世
紀
中
ご
ろ
と
後

図３　櫛払の製作工程復原図
出典：久保和士 1999ｃ
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半
）、
同
区
備
後
町
や
平
野
町
三
丁
目
の
例
も
、
や
は
り
一
七
世

紀
後
半
ま
で
の
骨
細
工
で
あ
る
。
豊
臣
期
に
は
城
内
で
あ
っ
た
上

町
台
地
西
斜
面
で
は
、
中
央
区
内
平
野
町
三
丁
目
（
一
七
世
紀
後

半
）、
和
泉
町
一
丁
目
（
一
七
世
紀
末
以
後
）
な
ど
の
例
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
骨
細
工
は
元
和
（
一
六
一
五
〜
一

六
二
三
）
の
こ
ろ
ま
で
は
、
森
の
宮
遺
跡
・
住
友
銅
吹
所
跡
遺
跡

の
よ
う
に
町
場
の
周
縁
部
で
行
わ
れ
る
一
方
、
道
修
町
の
よ
う
に

船
場
の
繁
華
街
に
も
存
在
し
た
が
、寛
永（
一
六
二
四
〜
一
六
四
四
）

ご
ろ
か
ら
船
場
な
ど
城
下
町
の
中
心
へ
か
な
り
集
中
的
に
進
出
し

た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
転
換
は
慶
長
二
〇
（
一
六
一
五
）
年
の

夏
の
陣
で
大
坂
が
灰
燼
に
帰
し
た
の
ち
の
、
都
市
再
開
発
の
時
期

に
あ
た
り
、
牛
馬
の
骨
が
手
工
業
製
品
の
純
然
た
る
原
材
料
と
し

て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
。

３　

堺
出
土
の
牛
馬
骨

　

中
世
の
自
治
都
市
・
自
由
都
市
・
環
濠
都
市
と
し
て
知
ら
れ
る

堺
で
も
、
少
な
か
ら
ず
牛
馬
骨
が
出
土
す
る
。

　

堺
の
獣
骨
出
土
例
か
ら
窺
え
る
の
は
以
下
の
二
点
で
あ
る
。
一

つ
は
、
角
細
工
が
目
立
つ
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
中
世
の

一
六
世
紀
以
来
、
数
箇
所
で
発
見
さ
れ
、
地
点
ご
と
の
移
動
は
あ

っ
て
も
、
継
続
的
に
み
ら
れ
る
。
角
細
工
の
素
材
に
は
古
来
、
シ

カ
が
供
さ
れ
た
が
、
堺
で
は
堺
区
甲
斐
町
西
一
丁
、
同
区
九
間
町

東
三
丁
、
同
区
市
之
町
東
三
丁
な
ど
で
ウ
シ
の
例
も
み
ら
れ
た
。

　

甲
斐
町
西
一
丁
で
は
中
世
の
一
六
世
紀
に
遡
る
例
も
知
ら
れ
て

い
る
。ウ
シ
の
角
細
工
が
遅
く
と
も
一
六
世
紀
ま
で
遡
る
こ
と
は
、

ウ
シ
の
角
が
手
工
業
の
原
材
料
と
し
て
流
通
し
て
い
た
こ
と
を
示

す
も
の
で
あ
る
。

　

二
つ
め
に
は
、
九
間
町
東
三
丁
の
シ
カ
、
熊
野
町
東
五
丁
の
ウ

マ
の
四
肢
骨
の
中
に
、
も
と
は
つ
な
が
っ
た
状
態
で
そ
の
地
に
持

ち
込
ま
れ
た
例
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ヒ
ト
の
手
首
と
肘
の

間
の
前
腕
骨
が
橈
骨
と
尺
骨
か
ら
な
る
よ
う
に
、
哺
乳
類
で
は
こ

の
ふ
た
つ
の
骨
が
対
（
セ
ッ
ト
）
を
成
し
て
お
り
、
同
一
個
体
と

認
定
で
き
る
出
土
状
態
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
も
と
は
肉
付
き
の
状

態
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
熊
野
町
東
五
丁
の
ウ
マ
は
、
足
先
を

構
成
す
る
基
節
骨
と
中
節
骨
、
末
節
骨
が
つ
な
が
っ
た
状
態
で
出

土
し
て
お
り
、
骨
だ
け
が
、
そ
れ
も
足
先
だ
け
が
持
ち
込
ま
れ
た

と
は
考
え
が
た
い
。
九
間
町
東
三
丁
の
シ
カ
に
は
刃
物
傷
（
解
体

痕
）
が
あ
り
、
出
土
地
点
付
近
で
肉
付
き
の
四
肢
骨
か
ら
刃
物
で

肉
を
分
離
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
四
肢
骨
は
「
枝
肉
」
の

よ
う
な
状
態
で
堺
に
搬
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
実
は
、
甲
斐
町
西

一
丁
で
は
一
四
世
紀
末
か
ら
一
五
世
紀
前
半
と
い
う
中
世
の
ウ
マ

で
同
じ
例
が
あ
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。
つ
ま
り
、
遅
く
と
も
中

世
後
期
に
は
鹿
と
牛
馬
の
「
枝
肉
」
の
存
在
を
認
め
ね
ば
な
る
ま

い
。
た
だ
、
表
皮
の
有
無
や
、
生
肉
状
態
な
の
か
、
塩
漬
け
な
の
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か
、
燻
製
だ
っ
た
の
か
な
ど
は
不
明
で
あ
る
。

　

ど
う
で
あ
れ
、
環
濠
都
市
に
搬
入
さ
れ
た
鹿
や
馬
の
「
枝
肉
」

は
す
で
に
純
然
た
る
食
材
の
姿
で
あ
る
。
日
本
古
来
の
食
肉
で
あ

る
鹿
肉
は
と
も
か
く
、
馬
肉
は
す
で
に
「
穢
れ
た
存
在
」
と
は
み

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
史
料
上
は
宝
暦
・
寛
政
の

こ
ろ
（
一
八
世
紀
後
半
）、
岸
和
田
藩
地
方
奉
行
が
島
村
に
対
し
て

牛
肉
の
調
達
を
依
頼
し
た
書
状
が
あ
り
、
食
肉
生
産
が
成
立
し
て

い
た
よ
う
だ
が
、
一
方
で
牛
肉
を
不
浄
と
す
る
観
念
も
な
お
強
か

っ
た
（
の
び
一
九
九
八
）
こ
と
か
ら
み
る
と
、
案
外
、「
人
目
を
し

の
ん
で
食
べ
た
」
と
い
う
の
が
、
近
世
初
期
の
実
状
な
の
か
も
し

れ
な
い
。

※
大
阪
府
内
の
牛
馬
骨
出
土
遺
跡
の
具
体
例
は
、
大
阪
の
部
落
史

委
員
会
二
〇
〇
五
『
大
阪
の
部
落
史
』
第
一
巻
を
参
照
さ
れ
た

い
。

注尼
崎
市
教
育
委
員
会
一
九
八
二
『
尼
崎
市
金
楽
寺
貝
塚
Ⅱ
』。

尼
崎
市
教
育
委
員
会
二
〇
〇
一
『
尼
崎
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
年
報
平
成

七
年
度
（
二
）
│
大
物
遺
跡
第
一
次
調
査
概
要
そ
の
一
』。

尼
崎
市
教
育
委
員
会
二
〇
〇
五
『
尼
崎
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
年
報
平
成

七
年
度
（
六
）
│
大
物
遺
跡
第
一
次
調
査
概
要
そ
の
五
』。

網
野
善
彦
一
九
七
八『
無
縁
・
公
界
・
楽
│
日
本
中
世
の
自
由
と
平
和
』

平
凡
社
。

伊
藤
喜
良
二
〇
〇
二
「
王
権
を
め
ぐ
る
穢
れ
・
恐
怖
・
差
別
」『
岩
波

講
座 

天
皇
と
王
権
を
考
え
る
』
第
七
巻
（
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
差
別
）、

岩
波
書
店
。

江
浦
洋
二
〇
〇
五
「
難
波
宮
跡
出
土
絵
馬
雑
考
」『
考
古
学
論
集
』
第

六
集
。

大
山
喬
平
一
九
七
八
「
中
世
の
身
分
制
と
国
家
」『
日
本
中
世
農
村
史

の
研
究
』
岩
波
書
店
。

久
保
和
士
一
九
九
九
ａ
「
森
の
宮
遺
跡
の
動
物
遺
体
」『
動
物
と
人
間

の
考
古
学
』
真
陽
社
（
初
出
一
九
九
六
）。

久
保
和
士
一
九
九
九
ｂ
「
牛
骨
を
埋
め
た
柱
穴
に
つ
い
て
」『
動
物
と

人
間
の
考
古
学
』
真
陽
社
（
初
出
一
九
九
九
）。

久
保
和
士
一
九
九
九
ｃ
「
動
物
遺
体
か
ら
み
た
町
場
縁
辺
の
開
発
」『
動

物
と
人
間
の
考
古
学
』
真
陽
社
（
初
出
一
九
九
八
）。

積
山
洋
・
宮
崎
泰
史
・
別
所
秀
高
編
二
〇
〇
五
「
考
古
篇
」、
大
阪
の

部
落
史
委
員
会
『
大
阪
の
部
落
史
』
第
一
巻
、
解
放
出
版
社
。

積
山
洋
二
〇
〇
七
「
牛
馬
観
の
変
遷
と
日
本
古
代
都
城
」『
古
代
文
化
』

第
五
九
巻
第
一
号
、
古
代
学
協
会
。

中
尾
健
次
一
九
九
一
「
近
世
の
被
差
別
部
落
」『
大
阪
府
史
』
第
七
巻
、

大
阪
府
。

の
び
し
ょ
う
じ
一
九
九
八
『
食
肉
の
部
落
史
』
明
石
書
店
。
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羽
原
又
吉
一
九
七
七
『
日
本
古
代
漁
業
経
済
史
（
再
版
）』
ジ
ャ
パ
ン
・

パ
ブ
リ
ッ
シ
ャ
ー
ズ
。

原
田
信
男
二
〇
〇
五
『
歴
史
の
な
か
の
米
と
肉
』
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ

ー
（
初
出
一
九
九
三
）。

布
施
市
史
編
纂
委
員
会
一
九
六
二
『
布
施
市
史
』
第
一
巻
。

別
所
秀
高
二
〇
〇
五
「
河
内
国
大
江
御
厨
供
御
人
の
多
様
な
活
動
と
そ

の
消
長
│
大
阪
府
西
ノ
辻
遺
跡
の
事
例
よ
り
」『
部
落
解
放
研
究
』

第
一
六
五
号
。

松
井
章
一
九
八
七 

「
養
老
厩
牧
令
の
考
古
学
的
考
察
」『
信
濃
』
第
三

九
巻
第
四
号
。

松
井
章
二
〇
〇
四
「
近
世
初
頭
に
お
け
る
斃
牛
馬
処
理
・
流
通
シ
ス
テ

ム
の
変
容
」『
文
化
の
多
様
性
と
比
較
考
古
学
』
考
古
学
研
究
会
五

〇
周
年
記
念
論
文
集
。

松
井
章
二
〇
〇
五
「
考
古
学
か
ら
見
た
動
物
と
日
本
人
の
歴
史
」『
周

縁
文
化
と
身
分
制
』
思
文
閣
出
版
。

松
田
順
一
郎
一
九
九
六
「
遺
構
」『
北
島
遺
跡
の
耕
作
地
跡
と
古
環
境

│
寝
屋
川
南
部
流
域
植
付
ポ
ン
プ
場
土
木
工
事
に
伴
う
北
島
遺
跡
第

一
次
発
掘
調
査
報
告
書
』
東
大
阪
市
文
化
財
協
会
。

丸
山
真
史
・
藤
澤
珠
織
・
松
井
章
二
〇
〇
五
「
大
物
遺
跡
出
土
の
人
骨

お
よ
び
動
物
依
存
体
に
つ
い
て
」
尼
崎
市
教
育
委
員
会
二
〇
〇
五
所

収
。

丸
山
真
史
・
別
所
秀
高
・
松
井
章
二
〇
〇
九
「
動
物
考
古
学
と
差
別
問

題
」
寺
木
伸
明
・
中
尾
健
次
編
著
『
部
落
史
研
究
か
ら
の
発
信
』
第

一
巻
前
近
代
編　

解
放
出
版
社
。

村
川
行
弘
一
九
六
六
「
平
安
時
代
の
遺
物
と
遺
跡
」『
尼
崎
市
史
』
第

一
巻　

尼
崎
市
役
所
。


